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(57)【要約】
本発明は、数字ＵＲＬサービス提供方法に関する。本発
明の一実施例は、１次ドメインである数字ＵＲＬを用い
、１画面において、６０億人のサイトを５桁の数字ＵＲ
Ｌで表現することにより、全てディスプレイすることが
でき、１回のログインで６０億個のサイトを再ログイン
無しに用いることができ、各サイトの開設及び維持管理
を直観的に行うことができる数字ＵＲＬサービス提供方
法を提供することができる。本発明の課題解決手段によ
れば、１次ドメイン用いることにより、維持管理費を支
払わなくてもサイトの維持が可能であり、世界人がみん
な１画面において、６０億個以上のサイトを１回のログ
インにより、再ログイン無しにも移動することができ、
ポイントを統合的に用いることができる。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
数字ＵＲＬサービス提供サーバが実行する数字ＵＲＬサービス提供方法において、
少なくとも一つのユーザ端末から少なくとも一つの国家ＵＩ（Ｕｓｅｒ　Ｉｎｔｅｒｆａ
ｃｅ）を選択するＵＩ選択信号を受信する段階と、
前記受信されたＵＩ選択信号に対応して数字ＵＲＬフレームを出力する段階と、
前記少なくとも一つのユーザ端末から、前記数字ＵＲＬフレームの第１行のいずれか一つ
のセルを選択する第１位置選択信号を受信すると、前記受信された第１位置選択信号に対
応して、前記数字ＵＲＬフレームの少なくとも一つのセルを含む中央フレームを変更する
段階と、
前記少なくとも一つのユーザ端末から、前記数字ＵＲＬフレームの第１列のいずれか一つ
のセルを選択する第２位置選択信号を受信すると、前記受信された第２位置選択信号に対
応して、前記数字ＵＲＬフレームの前記少なくとも一つのセルを含む中央フレームを変更
する段階と、
前記少なくとも一つのユーザ端末から、前記数字ＵＲＬフレームの第Ｎ（Ｎ＝自然数）列
のいずれか一つのセルを選択する第３位置選択信号を受信すると、前記受信された第３位
置選択信号に対応して、前記数字ＵＲＬフレームの前記少なくとも一つのセルを含む中央
フレームを変更する段階と、
前記少なくとも一つのユーザ端末から、前記数字ＵＲＬフレームの第Ｍ（Ｍ＝自然数）行
のいずれか一つのセルを選択する第４位置選択信号を受信すると、前記受信された第４位
置選択信号に対応して、前記数字ＵＲＬフレームの前記少なくとも一つのセルを含む中央
フレームを変更する段階と、
前記少なくとも一つのユーザ端末から、最後に変更された中央フレームのいずれか一つの
セルを選択する第５位置選択信号を受信すると、前記受信された第５位置選択信号にマッ
プされたサイトを出力する段階と、を含み、
前記少なくとも一つのセルを含む中央フレームは、前記少なくとも一つのセル毎に一連の
数字が表示され、
前記第１選択信号乃至第４選択信号が受信されるたびに、前記少なくとも一つのセルの属
性情報が変更されるものである数字ＵＲＬサービス提供方法。
【請求項２】
前記第１行はＮ個のセルを有し、前記中央フレームは（Ｎ－２）・（Ｍ－２）個のセルを
有し、前記第１行のいずれか一つのセルが選択されるたびに、（Ｎ－２）・（Ｍ－２）個
のセルが変更され、合計Ｎ・（Ｎ－２）・（Ｍ－２）個のセルがディスプレイされるもの
である請求項１に記載の数字ＵＲＬサービス提供方法。
【請求項３】
前記第１列はＭ－２個のセルを有し、前記第１列のいずれか一つのセルが選択されるたび
に、前記Ｎ・（Ｎ－２）・（Ｍ－２）個のセルが変更され、合計（Ｍ－２）・Ｎ・（Ｎ－
２）・（Ｍ－２）個のセルがディスプレイされるものである請求項２に記載の数字ＵＲＬ
サービス提供方法。
【請求項４】
前記第Ｎ列はＭ－２個のセルを有し、前記第Ｎ列のいずれか一つのセルが選択されるたび
に、（Ｍ－２）・Ｎ・（Ｎ－２）・（Ｍ－２）個のセルが変更され、合計（Ｍ－２）・（
Ｍ－２）・Ｎ・（Ｎ－２）・（Ｍ－２）個のセルがディスプレイされるものである請求項
３に記載の数字ＵＲＬサービス提供方法。
【請求項５】
前記第Ｍ行はＮ個のセルを有し、前記第Ｍ行のいずれか一つのセルが選択されるたびに、
（Ｍ－２）・（Ｍ－２）・Ｎ・（Ｎ－２）・（Ｍ－２）個のセルが変更され、合計Ｎ・（
Ｍ－２）・（Ｍ－２）・Ｎ・（Ｎ－２）・（Ｍ－２）個のセルがディスプレイされるもの
である請求項４に記載の数字ＵＲＬサービス提供方法。
【請求項６】
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前記少なくとも一つのＵＩはＵ（Ｕ＝自然数）個であり、前記少なくとも一つのＵＩが選
択されるたびに、Ｎ・（Ｍ－２）・（Ｍ－２）・Ｎ・（Ｎ－２）・（Ｍ－２）個のセルが
変更され、合計Ｕ・Ｎ・（Ｍ－２）・（Ｍ－２）・Ｎ・（Ｎ－２）・（Ｍ－２）個のセル
がディスプレイされるものである請求項５に記載の数字ＵＲＬサービス提供方法。
【請求項７】
前記第５位置選択信号にマップされたサイトにログインされた場合、前記中央フレームの
いずれか一つのセルにマップされたサイトへの再ログインが必要ないように、シングルサ
インオン機能を提供するものである請求項１に記載の数字ＵＲＬサービス提供方法。
【請求項８】
前記少なくとも一つのセルを含む中央フレームは、少なくとも一つのサイトがマップされ
て保存され、前記少なくとも一つのサイトに積み立てられたポイントは、統合ポイントと
して管理されるものである請求項１に記載の数字ＵＲＬサービス提供方法。
【請求項９】
前記少なくとも一つのセルを含む中央フレームにマップされた少なくとも一つのサイトは
、ドラッグ・アンド・ドロップにより、少なくとも一つのユーザインタフェースが削除、
編集、生成、移動、再配置、及びサイズ変更されるものである請求項１に記載の数字ＵＲ
Ｌサービス提供方法。
【請求項１０】
前記サイトは、前記第１位置選択信号乃至第５位置選択信号に対応する、数字ＵＲＬアド
レスにマップされ、前記数字ＵＲＬアドレスは、ａ、ｂ、ｃ、ｄ、ｅと記載され、前記ａ
は第１位置選択信号に対応する第１位置の数字であり、ｂは第２位置選択信号に対応する
第２位置の数字であり、ｃは第３位置選択信号に対応する第３位置の数字であり、ｄは第
４位置選択信号に対応する第４位置の数字であり、ｅは第５位置選択信号に対応する第５
位置の数字である請求項１に記載の数字ＵＲＬサービス提供方法。
【請求項１１】
数字ＵＲＬサービス提供方法を実行する数字ＵＲＬサービス提供サーバと連動するアプリ
ケーションを提供する方法において、
前記数字ＵＲＬサービス提供サーバは、請求項１乃至１０のいずれか一項に記載の方法を
実施することを特徴とするアプリケーション提供方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、数字ＵＲＬサービス提供方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
最近、ウェブサイト及びモバイルサイトの数が急増するにつれて、それぞれのサイトに与
えられるＵＲＬが多様になることにより、各サイトに加入する使用者も、それぞれのサイ
トのＵＲＬ、使用ＩＤ及びパスワードを覚えきれず、当該サイトによく訪問できず、多く
の広告費を投資した特定のサイトだけに訪問する傾向にある。
【０００３】
このとき、数字を用いてＵＲＬを提供する方法は、電話番号をＵＲＬに設定する方法から
なっている。これと関連して、先行技術である特許文献１には、個人の電話番号を媒介変
数としてウェブサイトにアクセスさせる方法が開示されている。
【０００４】
但し、電話番号は、単に文字を数字に変更しただけで、１次ドメインではなく、電話番号
を媒介変数として２次ドメインにマップされているので、依然として２次ドメインのＵＲ
Ｌを用いるのに維持管理費を支払わなければならず、電話番号は、各国別に重複する番号
があり得るため、固有識別子として用いられないだけでなく、世界人口の６０億人のみん
なを識別することができなかった。
【特許文献１】大韓民国公開特許第２００３‐０００４８４９号公報（２００３．０１．
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１５公開）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
本発明は、上記問題点に鑑みなされたものであり、その目的は、１次ドメインである数字
ＵＲＬを用い、１画面において、６０億人のサイトを５桁の数字ＵＲＬで表現することに
より、全てディスプレイすることができ、１回のログインで６０億個のサイトを再ログイ
ン無しに用いることができ、各サイトの開設及び維持管理を直観的に行うことができる数
字ＵＲＬサービス提供方法を提供することにある。但し、本実施例が解決しようとする技
術的課題は、上記した技術的課題に限定されず、また他の技術的課題があり得る。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
上述した目的を達成するために、本発明の一実施例は、少なくとも一つのユーザ端末から
少なくとも一つの国家ＵＩ（Ｕｓｅｒ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）を選択するＵＩ選択信号を
受信する段階と、受信されたＵＩ選択信号に対応して数字ＵＲＬフレームを出力する段階
と、少なくとも一つのユーザ端末から、数字ＵＲＬフレームの第１行のいずれか一つのセ
ルを選択する第１位置選択信号を受信すると、受信された第１位置選択信号に対応して、
数字ＵＲＬフレームの少なくとも一つのセルを含む中央フレームを変更する段階と、少な
くとも一つのユーザ端末から、数字ＵＲＬフレームの第１列のいずれか一つのセルを選択
する第２位置選択信号を受信すると、受信された第２位置選択信号に対応して、数字ＵＲ
Ｌフレームの少なくとも一つのセルを含む中央フレームを変更する段階と、少なくとも一
つのユーザ端末から、数字ＵＲＬフレームの第Ｎ列のいずれか一つのセルを選択する第３
位置選択信号を受信すると、受信された第３位置選択信号に対応して、数字ＵＲＬフレー
ムの少なくとも一つのセルを含む中央フレームを変更する段階と、少なくとも一つのユー
ザ端末から、数字ＵＲＬフレームの第Ｍ行のいずれか一つのセルを選択する第４位置選択
信号を受信すると、受信された第４位置選択信号に対応して、数字ＵＲＬフレームの少な
くとも一つのセルを含む中央フレームを変更する段階と、少なくとも一つのユーザ端末か
ら、最後に変更された中央フレームのいずれか一つのセルを選択する第５位置選択信号を
受信すると、受信された第５位置選択信号にマップされたサイトを出力する段階と、を含
む。
【発明の効果】
【０００７】
本発明によれば、１次ドメイン用いることにより、維持管理費を支払わなくてもサイトの
維持が可能であり、世界人がみんな１画面において、６０億個以上のサイトを１回のログ
インにより、再ログイン無しにも移動することができ、ポイントを統合的に用いることが
できる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本発明の一実施例による数字ＵＲＬサービス提供システムを説明するための構成
図である。
【図２】図１に示した数字ＵＲＬサービス提供サーバを説明するための構成図である。
【図３】図１に示した数字ＵＲＬサービス提供サーバから提供するサイトにおいて、数字
ＵＲＬサービスが具現された一実施例を示した図である。
【図４】図１に示した数字ＵＲＬサービス提供サーバから提供するサイトにおいて、数字
ＵＲＬサービスが具現された一実施例を示した図である。
【図５】本発明の一実施例による図１の数字ＵＲＬサービス提供システムに含まれた各構
成の相互間にデータが送受信される過程を示す図である。
【図６】本発明の一実施例による数字ＵＲＬサービス提供方法を説明するための動作流れ
図である。
【発明を実施するための形態】
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【０００９】
以下、添付した図面を参照して、本発明が属する技術の分野における通常の知識を有する
者が容易に実施可能に、本発明の実施例を詳述する。しかしながら、本発明は、様々な相
違した形態で具現されてもよく、ここで説明する実施例に限定されない。また、図面にお
いて、本発明を明確に説明するために、説明と関係ない部分を省略し、明細書の全体を通
じて類似した部分については、類似した図面符号をつけた。
【００１０】
明細書の全体において、ある部分が他の部分と「連結」されているというのは、「直接的
に連結」されている場合のみならず、その中間に他の素子を介して「電気的に連結」され
るいる場合も含む。また、ある部分がある構成要素を「含む」というのは、特に拘りがな
い限り、他の構成要素を除外するのではなく、他の構成要素をさらに含んでもよいことを
意味し、一つまたはそれ以上の他の特徴や数字、段階、動作、構成要素、部分品、または
これらを組み合わせたものの存在または付加可能性を予め排除しないものと理解されなけ
ればならない。
【００１１】
以下、添付した図面を参照して、本発明について詳述する。
【００１２】
図１は、本発明の一実施例による数字ＵＲＬサービス提供システムを説明するための構成
図である。図１を参照すると、本発明の一実施例による数字ＵＲＬサービス提供システム
１は、少なくとも一つのユーザ端末１００、数字ＵＲＬサービス提供サーバ３００、少な
くとも一つのサイトサーバ４００を有してもよい。但し、このような図１の数字ＵＲＬサ
ービス提供システム１は、本発明の一実施例に過ぎないので、図１により、本発明が限定
して解釈されるものではない。
【００１３】
このとき、図１の各構成要素は、一般に、ネットワーク２００を介して連結される。例え
ば、図１に示すように、ネットワーク２００を介して、少なくとも一つのユーザ端末１０
０と数字ＵＲＬサービス提供サーバ３００とが連結されてもよい。また、数字ＵＲＬサー
ビス提供サーバ３００は、ネットワーク２００を介して少なくとも一つのサイトサーバ４
００と連結されてもよい。また、少なくとも一つのユーザ端末１００は、ネットワーク２
００を介して、数字ＵＲＬサービス提供サーバ３００を経由し、少なくとも一つのサイト
サーバ４００と連結されてもよい。
【００１４】
ここで、ネットワーク２００は、端末及びサーバのようなそれぞれのノード相互間の情報
交換が可能な連結構造を意味するものであり、このようなネットワーク２００の一例は、
インターネット、ＬＡＮ（Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）、Ｗｉｒｅｌｅｓｓ
　ＬＡＮ（Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）、ＷＡＮ（Ｗｉ
ｄｅ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）、ＰＡＮ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏ
ｒｋ）、３Ｇ、４Ｇ、ＬＴＥ、Ｗｉ－Ｆｉ等が含まれるが、これに限定されない。図１に
示した少なくとも一つのユーザ端末１００、数字ＵＲＬサービス提供サーバ３００、少な
くとも一つのサイトサーバ４００は、図１に示したものに限定して解釈されるものではな
い。
【００１５】
少なくとも一つのユーザ端末１００は、数字ＵＲＬサービス提供サーバ３００に接続し、
少なくとも一つのサイトサーバ４００を検索する端末であってもよい。例えば、少なくと
も一つのユーザ端末１００は、少なくとも６桁の数字を入力し、入力された数字にマップ
された少なくとも一つのサイトに接続する端末であってもよい。このとき、少なくとも６
桁の数字は、例えば（ａ、ｂ、ｃ、ｄ、ｅ）のように構成されてもよく、ａ、ｂ、ｃ、ｄ
は、それぞれ２桁の数字、ｅは３桁の数字で構成されてもよく、例えば（１２、１、１０
、９、１４０）であってもよい。ここで、数字ＵＲＬは、１２　１　１０　９　１４０で
あってもよい。すなわち、数字ＵＲＬは、５桁の数字、５セルの数字からなってもよく、
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それぞれのセルには、２桁の数字または３桁の数字が表示されてもよい。ここで、数字Ｕ
ＲＬは、英語またはハングルまたはその他の言語で表示されるＵＲＬの重複を避けるため
に、６０億人がみんなＵＲＬを数字で割り当てられるように構成されてもよい。これにつ
いては、後述する。ここで、少なくとも一つのユーザ端末１００は、ネットワーク２００
を介して遠隔地のサーバや端末に接続可能なコンピュータであってもよい。ここで、コン
ピュータは、例えば、ウェブブラウザが搭載されたノート型パソコン、デスクトップ、ラ
ップトップ等が挙げられる。また、少なくとも一つのユーザ端末１００は、ネットワーク
２００を介して遠隔地のサーバや端末に接続可能な端末であってもよい。少なくとも一つ
のユーザ端末１００、例えば、携帯性と移動性が保障される無線通信装置として、ＰＣＳ
（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ｓｙｓｔｅｍ）、ＧＳＭ（Ｇｌｏｂ
ａｌ　Ｓｙｓｔｅｍ　ｆｏｒ　Ｍｏｂｉｌｅ　ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ）、ＰＤＣ
（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｃｅｌｌｕｌａｒ）、ＰＨＳ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ
　Ｈａｎｄｙｐｈｏｎｅ　Ｓｙｓｔｅｍ）、ＰＤＡ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｄｉｇｉｔａｌ
　Ａｓｓｉｓｔａｎｔ）、ＩＭＴ（Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｔｅｌ
ｅｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ）‐２０００、ＣＤＭＡ（Ｃｏｄｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　
Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ）‐２０００、Ｗ－ＣＤＭＡ（Ｗ－Ｃｏｄｅ　Ｄｉｖｉ
ｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ）、Ｗｉｂｒｏ（Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ｂｒｏ
ａｄｂａｎｄ　Ｉｎｔｅｒｎｅｔ）端末、スマートフォン、スマートパッド、タブレット
ＰＣのような全ての種類の手持ち式の無線通信装置が含まれる。
【００１６】
数字ＵＲＬサービス提供サーバ３００は、少なくとも一つのユーザ端末１００が接続し、
数字ＵＲＬを入力する場合、入力された数字ＵＲＬにマップされた少なくとも一つのサイ
トサーバ４００を連結することにより、少なくとも一つのユーザ端末１００と少なくとも
一つのサイトサーバ４００を中継することができる。ここで、数字ＵＲＬサービス提供サ
ーバ３００は、ネットワーク２００を介して遠隔地のサーバや端末に接続可能なコンピュ
ータであってもよい。ここで、コンピュータは、例えば、ウェブブラウザが搭載されたノ
ート型パソコン、デスクトップ、ラップトップ等が挙げられる。
【００１７】
少なくとも一つのサイトサーバ４００は、数字ＵＲＬにマップされたサイトを提供するこ
とができる。このとき、少なくとも一つのサイトサーバ４００は、５桁の数字ＵＲＬに少
なくとも一つのサイトサーバ４００から提供するそれぞれのサイトがマップされる。この
とき、少なくとも一つのサイトは、自己固有のＵＲＬを有し、数字ＵＲＬとマップされて
もよく、直接数字ＵＲＬを有してもよい。ここで、少なくとも一つのサイトサーバ４００
は、ネットワーク２００を介して遠隔地のサーバや端末に接続可能なコンピュータであっ
てもよい。ここで、コンピュータは、例えば、ウェブブラウザが搭載されたノート型パソ
コン、デスクトップ、ラップトップ等が挙げられる。
【００１８】
図２は、図１に示した数字ＵＲＬサービス提供サーバを説明するための構成図であり、図
３及び図４は、図１に示した数字ＵＲＬサービス提供サーバから提供するサイトにおいて
、数字ＵＲＬサービスが具現された一実施例を示した図である。
【００１９】
図２を参照すると、本発明の一実施例による数字ＵＲＬサービス提供サーバ３００は、Ｕ
Ｉ受信部３１０、フレーム出力部３２０、第１変更部３３０、第２変更部３４０、第３変
更部３５０、第４変更部３６０、サイト出力部３７０を有してもよい。
【００２０】
本発明の一実施例による数字ＵＲＬサービス提供サーバ３００または数字ＵＲＬサービス
提供サーバ３００と連動する他のサーバ（図示せず）が、数字ＵＲＬサービスアプリケー
ション、プログラム、ウェブページ等を少なくとも一つのユーザ端末１００または少なく
とも一つのサイトサーバ４００に伝送すると、少なくとも一つのユーザ端末１００または
少なくとも一つのサイトサーバ４００は、当該サービスに関するアプリケーション、プロ
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グラム、ウェブページ等をダウンロードしまたは開くことができる。また、ウェブブラウ
ザにおいて実行されるスクリプトを用いて、サービスプログラムが少なくとも一つのユー
ザ端末１００で駆動されてもよい。ここで、ウェブブラウザは、ウェブ（ＷＷＷ：ｗｏｒ
ｄ　ｗｉｄｅ　ｗｅｂ）サービスが用いられるプログラムにより、ＨＴＭＬ（ｈｙｐｅｒ
　ｔｅｘｔ　ｍａｒｋ－ｕｐ　ｌａｎｇｕａｇｅ）で書かれたハイパーテキストを伝送さ
れて表示するプログラムを意味し、例えば、ネットスケープ、エクスプローラー、クロー
ム（ｃｈｒｏｍｅ）等を含む。また、アプリケーションは、端末上の応用プログラム（ａ
ｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ）を意味し、例えば、モバイル端末（スマートフォン）で実行され
るアプリ（ａｐｐ）を含む。
【００２１】
このとき、ネットワーク２００連結は、少なくとも一つのユーザ端末１００、数字ＵＲＬ
サービス提供サーバ３００、少なくとも一つのサイトサーバ４００が、ネットワーク２０
０で連結された端末との通信のために、通信接点に通信オブジェクトを生成することを意
味する。数字ＵＲＬサービス提供サーバ３００は、通信オブジェクトを介して互いにデー
タを交換することができる。
【００２２】
先ず、数字ＵＲＬについて説明した後、数字ＵＲＬサービス提供サーバ３００の各構成に
ついて説明する。
【００２３】
一般に、ＵＲＬは、ｗｗｗ．＃＃＃＃．ｃｏ．ｋｒのような２次ドメイン形式で構成され
るが、＃＃＃＃は、サイトの固有識別文字であり、ｃｏは、企業を示す文字であり、ｋｒ
は、国を識別するための文字である。最近、サイトの数が急増するにつれて、一般のＵＲ
Ｌを用いる場合、重複しない固有識別文字を探すことは、容易ではない。すなわち、各国
別に６０億人がみんな用いながらも、重複しない固有識別文字を探すことは容易ではない
。また、２次ドメインのＵＲＬを用いることにより、２次ドメインのＵＲＬに対する維持
管理費用を２年毎に支払わなければならないが、管理費用の支給を怠ると、苦労して開設
したサイトが閉鎖されることが殆どである。
【００２４】
したがって、本発明の一実施例による数字ＵＲＬは、６０億人がみんな使用可能な６０億
個以上の１次ドメインである数字ＵＲＬを提供可能に構成される。すなわち、数字ＵＲＬ
サービス提供サーバ３００は、１画面に５桁の数字を入力可能な画面を提供し、当該数字
に該当するセルを押すと、当該数字ＵＲＬにマップされたサイトが提供される。このよう
な数字ＵＲＬを用いると、６０億人がそれぞれ自身のサイトを保有しているとしても、６
０億人が保有した全てのサイトは、５桁の数字ＵＲＬにマップされているので、固有識別
文字を苦労して探さなくてもよく、２次ドメインの文字ＵＲＬを用いることにより支払う
べきサイト管理費用を、１次ドメインの数字ＵＲＬを用いることにより支払わなくてもよ
い。これによる駆動原理については、後述する。
【００２５】
ＵＩ受信部３１０は、少なくとも一つのユーザ端末１００から少なくとも一つの国家ＵＩ
を選択するＵＩ選択信号を受信する。
【００２６】
フレーム出力部３２０は、受信されたＵＩ選択信号に対応して、数字ＵＲＬフレームを出
力する。このとき、数字ＵＲＬフレームは、図３を参照すると、Ｎ×Ｍ（Ｎ、Ｍ＝自然数
）個のセルを有するフレームであってもよい。ここで、国家ＵＩを選択するたびに、Ｎ×
Ｍ個のセルを有するフレームが生成される。
【００２７】
第１変更部３３０は、少なくとも一つのユーザ端末１００から、数字ＵＲＬフレームの第
１行のいずれか一つのセルを選択する第１位置選択信号を受信すると、受信された第１位
置選択信号に対応して、数字ＵＲＬフレームの少なくとも一つのセルを含む中央フレーム
を変更する。このとき、第１位置は、（ａ、ｂ、ｃ、ｄ、ｅ）からなる数字ＵＲＬの一番
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目の位置、すなわち、ａに該当する位置であってもよい。図３を参照すると、第１行はＮ
個のセルを有し、中央フレームは（Ｎ－２）・（Ｍ－２）個のセルを有し、第１行のいず
れか一つのセルが選択されるたびに、（Ｎ－２）・（Ｍ－２）個のセルが変更され、合計
Ｎ・（Ｎ－２）・（Ｍ－２）個のセルがディスプレイされる。
【００２８】
例えば、図４を参照して説明すると、第１行１は１６個のセルを有し、第１位置は、数字
ＵＲＬ６の一番目の位置であってもよい。このとき、中央フレーム５は１４×１０＝１４
０個のセルを有する。このとき、第１行のいずれか一つのセルが選択されるたびに、１４
０個のセルが変更される。すなわち、使用者により、第１行の一番目のセルである１が押
されると、１４０個のセルがディスプレイされ、使用者により、第１行の二番目のセルで
ある２が押されると、また他の１４０個のセルがディスプレイされる。このとき、中央フ
レーム５の１４０個のセルに与えられた数字は変わらないが、第１行に含まれたそれぞれ
のセルが押されるたびにディスプレイされる数字は、異なる属性の数字である。すなわち
、（１０００１４０）と（２０００１４０）は、異なる数字ＵＲＬであるので、中央フレ
ームに与えられた数字が同一であっても、異なる属性の数字であるということを定義して
おく必要がある。これにより、第１行のそれぞれのセルは、１４０個の数字ＵＲＬを表示
し、第１行の全てのセルを用いると、１６×１４０＝２２４０個の数字ＵＲＬを表現する
ことができる。また、中央フレーム５のうち、グレー表示されたセル（Ｍ）は、マップさ
れたサイトが存在することを表示する。
【００２９】
さらに図２を参照して、第２変更部３４０は、少なくとも一つのユーザ端末１００から、
数字ＵＲＬフレームの第１列のいずれか一つのセルを選択する第２位置選択信号を受信す
ると、受信された第２位置選択信号に対応して、数字ＵＲＬフレームの少なくとも一つの
セルを含む中央フレームを変更する。このとき、第２位置は、（ａ、ｂ、ｃ、ｄ、ｅ）か
らなる数字ＵＲＬの二番目の位置、すなわち、ｂに該当する位置であってもよい。図３を
参照すると、第１列はＭ－２個のセルを有し、第１列のいずれか一つのセルが選択される
たびに、Ｎ・（Ｎ－２）・（Ｍ－２）個のセルが変更され、合計（Ｍ－２）・Ｎ・（Ｎ－
２）・（Ｍ－２）個のセルがディスプレイされる。
【００３０】
例えば、図４を参照して説明すると、第１列２は１０個のセルを有し、第２位置は、数字
ＵＲＬ６の二番目の位置であってもよい。このとき、中央フレーム５は１４×１０＝１４
０個のセルを有する。また、上述したように、第１行の第１位置が選択された状態である
ので、全ての場合の数を考えると、第１行において表現される全ての数字ＵＲＬの個数で
ある２２４０個のセルが変更される。すなわち、使用者により、第１列の一番目のセルで
ある１が押されると、２２４０個のセルがディスプレイされ、使用者により、第１列の二
番目のセルである２が押されると、また他の２２４０個のセルがディスプレイされる。も
ちろん、これは、第１行において第１位置の数字が選択された全ての場合の数を考慮して
計算した結果である。したがって、第１列のそれぞれのセルは、２２４０個の数字ＵＲＬ
を表示し、第１列の全てのセルを用いると、２２４０×１０＝２２４００個の数字ＵＲＬ
を表現することができる。
【００３１】
さらに図２を参照して、第３変更部３５０は、少なくとも一つのユーザ端末１００から、
数字ＵＲＬフレームの第Ｎ列のいずれか一つのセルを選択する第３位置選択信号を受信す
ると、受信された第３位置選択信号に対応して、数字ＵＲＬフレームの少なくとも一つの
セルを含む中央フレームを変更する。このとき、第３位置は、（ａ、ｂ、ｃ、ｄ、ｅ）か
らなる数字ＵＲＬの三番目の位置、すなわち、ｃに該当する位置であってもよい。図３を
参照すると、第Ｎ列はＭ－２個のセルを有し、第Ｎ列のいずれか一つのセルが選択される
たびに、（Ｍ－２）・Ｎ・（Ｎ－２）・（Ｍ－２）個のセルが変更され、合計（Ｍ－２）
・（Ｍ－２）・Ｎ・（Ｎ－２）・（Ｍ－２）個のセルがディスプレイされる。
【００３２】
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例えば、図４を参照して説明すると、第Ｎ列３は１０個のセルを有し、第３位置は、数字
ＵＲＬ６の三番目の位置であってもよい。このとき、中央フレーム５は１４×１０＝１４
０個のセルを有する。また、上述したように、第１行の第１位置が選択され、第１列の第
２位置が選択されたので、全ての場合の数を考えると、第１行及び第１列において表現さ
れる全ての数字ＵＲＬの個数である２２４００個のセルが変更される。すなわち、使用者
により、第Ｎ列の一番目のセルである１が押されると、２２４００個のセルがディスプレ
イされ、使用者により、第Ｎ列の二番目のセルである２が押されると、また他の２２４０
０個のセルがディスプレイされる。もちろん、これは、第１行において第１位置の全ての
数字が選択され、第１列において第２位置の全ての数字が選択される全ての場合の数を考
慮して計算した結果である。したがって、第Ｎ列のそれぞれのセルは、２２４００個の数
字ＵＲＬを表示し、第Ｎ列の全てのセルを用いると、２２４００×１０＝２２４０００個
の数字ＵＲＬを表現することができる。
【００３３】
さらに図２を参照して、第４変更部３６０は、少なくとも一つのユーザ端末１００から、
数字ＵＲＬフレームの第Ｍ行のいずれか一つのセルを選択する第４位置選択信号を受信す
ると、受信された第４位置選択信号に対応して、数字ＵＲＬフレームの少なくとも一つの
セルを含む中央フレームを変更する。このとき、第４位置は、（ａ、ｂ、ｃ、ｄ、ｅ）か
らなる数字ＵＲＬの四番目の位置、すなわち、ｄに該当する位置であってもよい。図３を
参照すると、第Ｍ行はＮ個のセルを有し、第Ｍ行のいずれか一つのセルが選択されるたび
に、（Ｍ－２）・（Ｍ－２）・Ｎ・（Ｎ－２）・（Ｍ－２）個のセルが変更され、合計Ｎ
・（Ｍ－２）・（Ｍ－２）・Ｎ・（Ｎ－２）・（Ｍ－２）個のセルがディスプレイされる
。
【００３４】
例えば、図４を参照して説明すると、第Ｍ行４は１６個のセルを有し、第６位置は、数字
ＵＲＬ６の四番目の位置であってもよい。このとき、中央フレーム５は１４×１０＝１４
０個のセルを有する。また、上述したように、第１行の第１位置が選択され、第１列の第
２位置が選択され、第Ｎ列の第３位置が選択されたので、全ての場合の数を考えると、第
１行、第１列、及び第Ｎ列において表現される全ての数字ＵＲＬの個数である２２４００
０個のセルが変更される。すなわち、使用者により、第Ｍ行の一番目のセルである１が押
されると、２２４０００個のセルがディスプレイされ、使用者により、第Ｍ行の二番目の
セルである２が押されると、また他の２２４０００個のセルがディスプレイされる。もち
ろん、これは、第１行において第１位置の全ての数字が選択され、第１列において第２位
置の全ての数字が選択され、第Ｎ列において全ての数字が選択される全ての場合の数を考
慮して計算した結果である。したがって、第Ｍ行のそれぞれのセルは、２２４０００個の
数字ＵＲＬを表示し、第Ｍ行の全てのセルを用いると、２２４０００×１６＝３５８４０
００個の数字ＵＲＬを表現することができる。
【００３５】
さらに図２を参照して、サイト出力部３７０は、少なくとも一つのユーザ端末１００から
、最後に変更された中央フレームのいずれか一つのセルを選択する第５位置選択信号を受
信すると、受信された第５位置選択信号にマップされたサイトを出力する。このとき、第
５位置は、図４を参照して説明すると、１４０個のセルのいずれか一つのセルであっても
よい。すなわち、第５位置は、１から１４０の数字のいずれか一つであってもよい。
【００３６】
また、少なくとも一つのＵＩはＵ個であり、少なくとも一つのＵＩが選択されるたびに、
Ｎ・（Ｍ－２）・（Ｍ－２）・Ｎ・（Ｎ－２）・（Ｍ－２）個のセルが変更され、合計Ｕ
・Ｎ・（Ｍ－２）・（Ｍ－２）・Ｎ・（Ｎ－２）・（Ｍ－２）個のセルがディスプレイさ
れる。すなわち、図４を参照して説明すると、少なくとも一つのＵＩは、Ｕ（Ｕ＝自然数
）個であり、上述したように、中央フレーム５に表示される数字ＵＲＬは、３５８４００
０個であるので、合計３５８４０００個×（Ｕ個）のセルがディスプレイされる。本発明
の一実施例では、×と・は、全て乗算演算子と定義する。
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【００３７】
これにより、６０億人がみんな一つのサイトを保有するとしても、重複する数字ＵＲＬ無
しに、数字ＵＲＬがみんなに与えられる。
【００３８】
まとめると、少なくとも一つのセルを含む中央フレームは、少なくとも一つのセル毎に一
連の数字が表示され、第１選択信号乃至第４選択信号が受信されるたびに、少なくとも一
つのセルの属性情報が変更される。また、サイトは、第１位置選択信号乃至第５位置選択
信号に対応する、数字ＵＲＬアドレスにマップされ、数字ＵＲＬアドレスは、ａ、ｂ、ｃ
、ｄ、ｅと記載され、ａは第１位置選択信号に対応する第１位置の数字であり、ｂは第２
位置選択信号に対応する第２位置の数字であり、ｃは第３位置選択信号に対応する第３位
置の数字であり、ｄは第４位置選択信号に対応する第４位置の数字であり、ｅは第５位置
選択信号に対応する第５位置の数字であってもよい。
【００３９】
一方、数字ＵＲＬサービス提供サーバ３００は、第５位置選択信号にマップされたサイト
にログインされた場合、中央フレームのいずれか一つのセルにマップされたサイトへの再
ログインが必要ないように、シングルサインオン機能を提供する。すなわち、数字ＵＲＬ
サービス提供サーバ３００は、第１サイトにユーザ端末１００がｉ－ＰＩＮのＩＤ及びパ
スワードで接続し、第１サイトを通じて第２サイトに自動ログインさせるサーバであって
もよい。同様に、数字ＵＲＬサービス提供サーバ３００は、第２サイトにユーザ端末１０
０がｉ－ＰＩＮのＩＤ及びパスワードで接続し、第２サイトを通じて第１サイトに自動ロ
グインさせるサーバであってもよい。数字ＵＲＬサービス提供サーバ３００は、ｉ－ＰＩ
ＮのＩＤ及びパスワードにマップされた重複加入確認情報（Ｄｕｐｌｉｃａｔｉｏｎ　Ｉ
ｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）と第１サイトの第１ドメイン情報を抽出し、抽出された重複加入
確認情報、第１ドメイン情報、及びｉ－ＰＩＮのＩＤに基づいて、ユーザ端末１００が第
２サイトに加入されているか否かを確認し、ユーザ端末１００が第２サイトに加入されて
いると、抽出された重複加入確認情報、第１ドメイン情報、及びｉ－ＰＩＮのＩＤを用い
て、ユーザ端末１００の第２サイトへの接続を自動ログイン処理することができる。ここ
で、ユーザ端末１００の第２サイトに接続するための入力は、第２サイトと連結されるよ
うに第１サイトに位置したバナークリックに対応する入力であってもよい。
【００４０】
また、少なくとも一つのセルを含む中央フレームは、少なくとも一つのサイトがマップさ
れて保存され、少なくとも一つのサイトに積み立てられたポイントは、統合ポイントとし
て管理される。すなわち、数字ＵＲＬサービス提供サーバ３００は、少なくとも一つのサ
イトサーバ４００から提供する少なくとも一つのサイトで発生するポイント使用イベント
を総括的に管理するサーバであってもよい。このとき、数字ＵＲＬサービス提供サーバ３
００は、ユーザ端末１００においてポイントを用いるイベントが発生した場合、当該ポイ
ントがいずれか一つのサイトサーバ４００で決済可能なポイントであるか否かを確認し、
自体的に決済可能でない場合、いずれか一つのサイトサーバ４００からパラメータを受信
し、少なくとも一つのサイトサーバ４００と連携してポイント決済を処理することができ
る。また、数字ＵＲＬサービス提供サーバ３００は、シングルサインオン方式に基づいて
、ユーザ端末１００の統合ログインを可能とし、ユーザ端末１００の購買結果から発生す
るポイントを統合的に合算するサーバであってもよい。また、数字ＵＲＬサービス提供サ
ーバ３００は、ユーザ端末１００の決済で発生するポイント使用イベントが発生した場合
、少なくとも一つのサイトサーバ４００と連携してポイント使用イベントに対応する決済
を行うことができる。このとき、ユーザ端末１００のポイント使用イベントは、オンライ
ンサイトに限定されず、オフライン加盟店も含んでもよい。これにより、数字ＵＲＬサー
ビス提供サーバ３００は、オンラインまたはオフラインを問わず、統合して積み立てられ
たポイントを、ユーザ端末１００が用いることができ、ユーザ端末１００の分散されたポ
イントを統合的に用いることもできる。
【００４１】
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また、少なくとも一つのセルを含む中央フレームにマップされた少なくとも一つのサイト
は、ドラッグ・アンド・ドロップにより、少なくとも一つのユーザインタフェースが削除
、編集、生成、移動、再配置、及びサイズ変更されてもよい。すなわち、数字ＵＲＬサー
ビス提供サーバ３００は、サイトの連動のみならず、サイトを、少なくとも一つのユーザ
端末１００の使用者が、直接構築及び管理可能な道具を提供することができる。これによ
り、数字ＵＲＬサービス提供サーバ３００は、少なくとも一つの統合データベース（図示
せず）に基づいて、数字ＵＲＬサービス提供サーバ３００に既構築されたフラットフォー
ムに対応して、統合ビジネスソリューションを提供する。このとき、既構築されたフラッ
トフォームは、ショッピングモール、ホームページ、ＳＮＳサービスを提供するビルダー
システム、ウェブコンテンツを作成可能なエディターシステム、加盟店及び売場管理に基
づいたアプリケーション、利益分配及び売出し精算が可能な精算システム、オンラインシ
ョッピングモール及びＰОＳシステム、積立式カードシステム、配送システム、会員管理
、営業管理、売出し管理、売場管理、在庫管理、加盟店管理を行うＥＲＰ（Ｅｎｔｅｒｐ
ｒｉｓｅ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｐｌａｎｎｉｎｇ）システムの少なくとも一つを含んでも
よい。このとき、ビルダーシステムは、マウスインタフェース、タッチ基盤インタフェー
スの入力に対応して、アイコンが横方向及び縦方向に拡大、縮小、及び回転可能な、オー
ルプレックス（Ａｌｌ　Ｐｌｅｘ）方式に基づいてもよい。例えば、小規模自営業者が自
身のショッピングモールに個別的な差別性を与えるためには、そのデザインを容易に変更
可能でなければならない。したがって、ビルダーシステムは、オールプレックス方式を提
供することにより、運用者が、所望の個人別のカスタマイズされたショッピングモールを
運用可能にする。また、エディターシステムは、ウェブページの周縁領域に表示されるフ
レームの上に、ユーザインタフェースの入力に基づいて上位メニューＵＩが変更された場
合、変更した上位メニューＵＩに対応して下位メニューＵＩが変更されてもよい。このと
き、エディターシステムは、メニュー項目を分類基準別にグルーピングし、階層的に上位
メニューから下位メニューへ分類し、上位メニューのいずれか一つが選択された場合、中
間メニューを、選択された上位メニューに対応して表示することができる。また、エディ
ターシステムは、中間メニューのいずれか一つが選択された場合、選択された中間メニュ
ーに対応する下位メニューのコンテンツ情報を表示することができる。
【００４２】
すなわち、本発明の一実施例による数字ＵＲＬサービス提供方法は、本出願人が出願した
i）双方向シングルサインオン技術（以下、出願番号を基準として記載する、大韓民国特
許出願第２０１０‐００８４１４１号、同２０１３‐００７９５５４号、同２０１３‐０
０７９５５５号、同２０１３‐００７９５５６号）が適用され、６０億を超えるサイトに
再ログイン無しにも、全てのサイトを１回のログインで利用可能にし、ii）ショッピング
モールの構築及び運用技術（大韓民国特許出願第２０１０‐００７５１３０号、同２０１
０‐００８４１４２号、同２０１０‐００８４７７０号、同２０１０‐００８４７７１号
、同２０１０‐００８４７７２号、同２００９‐００８４７１０号、同２０１０‐００８
４７７３号、同２０１０‐００９００３０号、同２０１０‐００９００３１号、同２０１
１‐００８１０３４号、同２０１１‐００８１０３７号、同２０１２‐００１４３７３号
、同２０１２‐００３９２４５号、同２０１２‐００８９４９４号、同２０１２‐００９
９８９７号）が適用され、既に生成したショッピングモールを連携するのみならず、ショ
ッピングモールを自体的に構築及び修正可能にし、iii）統合ポイント技術（大韓民国特
許出願第２０１０‐００７５１３１号、同２０１３‐００７９５５８号、同２０１３‐０
０８１９７４号、第２０１３‐０１４６２９３号）を通じて、６０億個のサイトの統合ポ
イントを管理し、ポイントを統合させ、iv）オフライン売場に設置されるＰОＳ技術（大
韓民国特許出願第２０１３‐０１１３６３１号、同２０１３‐０１１３６３２号）を通じ
て、各売場に適したＰОＳ端末を設置し、これを、オンラインの６０億個のサイトと連携
させて用いるようにする、基本的なフレームを提供することができる。また、本発明の一
実施例による数字ＵＲＬサービス提供方法は、６０億個のサイトを１画面において提供可
能であり、数字ＵＲＬは、オフラインにおいては、マグネチックカードに印刷され、クレ
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ジットカードまたはポイントカードの機能と一緒に、名刺のように用いられてもよい。
【００４３】
本発明の一実施例では、単数または複数により、少なくとも一つとの用語を削除してもよ
いが、同一の構成を指す用語として定義する。
【００４４】
このような図２、図３、及び図４における数字ＵＲＬサービス提供方法について説明しな
かった事項は、上述した図１における数字ＵＲＬサービス提供方法について説明された内
容と同一であり、または説明された内容に基づいて容易に類推可能であるので、その説明
を省略する。
【００４５】
図５は、本発明の一実施例による図１の数字ＵＲＬサービス提供システムに含まれた各構
成の相互間にデータが送受信される過程を示す図である。以下、図５を参照して、各構成
の相互間にデータが送受信される過程の一例について説明するが、本願が、このような実
施例に限定して解釈されてはならず、上述した様々な実施例により、図５に示したデータ
が送受信される過程が変更されてもよいことは、技術の分野に属する当業者にとって自明
である。
【００４６】
図５を参照すると、少なくとも一つのユーザ端末１００は、数字ＵＲＬサービス提供サー
バ３００に国家ＵＩ選択信号を伝送する（Ｓ４１００）。このとき、数字ＵＲＬサービス
提供サーバ３００は、数字ＵＲＬフレームを出力する（Ｓ４２００）。
【００４７】
その後、少なくとも一つのユーザ端末１００から第１位置選択信号が伝送されると（Ｓ４
３００）、数字ＵＲＬサービス提供サーバ３００は、第１位置選択信号に対応して中央フ
レームを変更する（Ｓ４４００）。
【００４８】
続いて、少なくとも一つのユーザ端末１００から第２位置選択信号が伝送されると（Ｓ４
５００）、数字ＵＲＬサービス提供サーバ３００は、第２位置選択信号に対応して中央フ
レームを変更し（Ｓ４６００）、少なくとも一つのユーザ端末１００から第３位置選択信
号が伝送されると（Ｓ４７００）、数字ＵＲＬサービス提供サーバ３００は、第３位置選
択信号に対応して中央フレームを変更し（Ｓ４８００）、少なくとも一つのユーザ端末１
００から第４位置選択信号が伝送されると（Ｓ４９００）、数字ＵＲＬサービス提供サー
バ３００は、第４位置選択信号に対応して中央フレームを変更する（Ｓ４９１０）。
【００４９】
その後、少なくとも一つのユーザ端末１００から第５位置選択信号が伝送されると（Ｓ４
９３０）、数字ＵＲＬサービス提供サーバ３００は、数字ＵＲＬにマップされたサイトを
検索し（Ｓ４９５０）、少なくとも一つのユーザ端末１００と少なくとも一つのサイトサ
ーバ４００を連結する（Ｓ４９７０）。
【００５０】
このような図５の数字ＵＲＬサービス提供方法について説明しなかった事項は、上述した
図１乃至図４における数字ＵＲＬサービス提供方法について説明された内容と同一であり
、または説明された内容に基づいて容易に類推可能であるので、その説明を省略する。
【００５１】
図６は、本発明の一実施例による数字ＵＲＬサービス提供方法を説明するための動作流れ
図である。図６を参照すると、数字ＵＲＬサービス提供サーバは、少なくとも一つのユー
ザ端末から、少なくとも一つの国家ＵＩを選択するＵＩ選択信号を受信する（Ｓ５１００
）。
【００５２】
その後、数字ＵＲＬサービス提供サーバは、受信されたＵＩ選択信号に対応して数字ＵＲ
Ｌフレームを出力する（Ｓ５２００）。
【００５３】
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また、数字ＵＲＬサービス提供サーバは、少なくとも一つのユーザ端末から、数字ＵＲＬ
フレームの第１行のいずれか一つのセルを選択する第１位置選択信号を受信すると、受信
された第１位置選択信号に対応して、数字ＵＲＬフレームの少なくとも一つのセルを含む
中央フレームを変更する（Ｓ５３００）。
【００５４】
また、数字ＵＲＬサービス提供サーバは、少なくとも一つのユーザ端末から、数字ＵＲＬ
フレームの第１列のいずれか一つのセルを選択する第２位置選択信号を受信すると、受信
された第２位置選択信号に対応して、数字ＵＲＬフレームの少なくとも一つのセルを含む
中央フレームを変更する（Ｓ５４００）。
【００５５】
ここで、数字ＵＲＬサービス提供サーバは、少なくとも一つのユーザ端末から、数字ＵＲ
Ｌフレームの第Ｎ列のいずれか一つのセルを選択する第３位置選択信号を受信すると、受
信された第３位置選択信号に対応して、数字ＵＲＬフレームの少なくとも一つのセルを含
む中央フレームを変更する（Ｓ５５００）。
【００５６】
また、数字ＵＲＬサービス提供サーバは、少なくとも一つのユーザ端末から、数字ＵＲＬ
フレームの第Ｍ行のいずれか一つのセルを選択する第４位置選択信号を受信すると、受信
された第４位置選択信号に対応して、数字ＵＲＬフレームの少なくとも一つのセルを含む
中央フレームを変更する（Ｓ５６００）。
【００５７】
最後に、数字ＵＲＬサービス提供サーバは、少なくとも一つのユーザ端末から、最後に変
更された中央フレームのいずれか一つのセルを選択する第５位置選択信号を受信すると、
受信された第５位置選択信号にマップされたサイトを出力する。
【００５８】
図６を参照して説明された一実施例による数字ＵＲＬサービス提供方法は、コンピュータ
で実行されるアプリケーションやプログラムモジュールのようなコンピュータで実行可能
な命令語を含む記録媒体の形態でも具現可能である。コンピュータで読取可能な媒体は、
コンピュータによりアクセスされ得る任意の可用媒体であってもよく、揮発性及び不揮発
性の媒体、分離型及び非分離型の媒体を全て含む。また、コンピュータで読取可能な媒体
は、コンピュータ記憶媒体及び通信媒体を全て含んでもよい。コンピュータ記憶媒体は、
コンピュータで読取可能な命令語、データ構造、プログラムモジュールまたはその他のデ
ータのような情報の保存のための任意の方法または技術で具現された揮発性及び不揮発性
、分離型及び非分離型の媒体を全て含む。通信媒体は、典型的にコンピュータで読取可能
な命令語、データ構造、プログラムモジュール、または搬送波のような変調されたデータ
信号のその他のデータ、またはその他の伝送メカニズムを含み、任意の情報伝達媒体を含
む。
【００５９】
上述した本発明の一実施例による数字ＵＲＬサービス提供方法は、端末に基本的にインス
トールされているアプリケーション（これは、端末に基本的に搭載されたフラットフォー
ムや運用体系等に含まれたプログラムを含んでもよい）により実行され、ユーザが、アプ
リケーションストアサーバ、アプリケーションまたは当該サービスと関連したウェブサー
バ等のアプリケーション提供サーバを通じてマスタ端末に直接インストールしたアプリケ
ーション（すなわち、プログラム）により実行されてもよい。このような意味において、
上述した本発明の一実施例による数字ＵＲＬサービス提供方法は、端末に基本的にインス
トールされ、またはユーザにより直接インストールされたアプリケーション（すなわち、
プログラム）で具現され、端末のようなコンピュータで読取可能な記録媒体に記録されて
もよい。
【００６０】
上述した本発明の説明は、例示のためのものであり、本発明が属する技術の分野における
通常の知識を有する者は、本発明の技術的思想や必須的な特徴を変更しなくても、他の具
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体的な形態に容易に変形可能であることを理解するだろう。そのため、上述した実施例は
、全ての面において例示的なものであり、限定的でないものと理解しなければならない。
例えば、単一型として説明されている各構成要素は、分散して実施されてもよく、同様に
分散されたものと説明されている構成要素も、結合された形態で実施されてもよい。
【００６１】
本発明の範囲は、上記した詳細な説明よりも、後述する特許請求の範囲により定められ、
特許請求の範囲の意味及び範囲、またその均等概念から導出される全ての変更または変形
された形態が、本発明の範囲に含まれるものと解釈されなければならない。

【図１】 【図２】
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【図３】

【図４】

【図５】
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